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 報告事項 

   （１）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

   （２）工事進捗状況報告書について 

   （３）農地の転用事実に関する照会について 

 

 議事 

   （１）議第１号 農地法第３条の規定による許可処分について 

   （２）議第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請書の審議について 



   （３）議第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議について 

   （５）議第４号 農用地利用集積計画書の審議について 
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開会 午前 ９時１７分 

 

木村議長     それでは、ただいまより寒河江市農業委員会第１回総会を

開催します。よろしくお願いします。 

         初めに、総会の成立についてですが、本日の出席者は総委

員数１８名中、出席委員１８名で、在任委員の全委員が出席

しておりますので、総会は成立します。 

         なお、今月は推進委員の方にも出席を願っておりますので、

大変ご苦労さまでございます。 

 

木村議長     次に、「議事録署名委員の選任」ですが、恒例によりまし

て議長に一任いただけますでしょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

木村議長     それでは、１番・鈴木委員、４番・新宮委員にお願いしま

す。 

 

木村議長     次に、「書記任命」ですが、菊地主査にお願いします。 

 

木村議長     次に、「報告事項」ですが、事務局から報告をお願いしま

す。事務局。 

 

事務局（農地係主事） はい、議長。 

         事務局より報告事項を読み上げさせていただきます。 

 

         （報告事項朗読） 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         ただいまの報告について質問はございませんか。 
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         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、ほかに事務局からありますか。 

 

事務局（農地係主事） 特にありません。 

 

木村議長     それでは、早速議事に入ります。 

         議第１号から議第４号までの議案について一括上程します。 

         （１）議第１号「農地法第３条の規定による許可処分につ 

         いて」 

         （２）議第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申 

         請書の審議について」 

         （３）議第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申 

         請書の審議について」 

         （４）議第４号「農用地利用集積計画書の審議について」 

         以上、議第１号から議第４号まで一括上程します。 

         ここで、先日開催されました事前審査会の報告を求めます。

菅井会長職務代理者、報告をお願いします。菅井会長職務代

理者。 

 

菅井会長職務代理者 はい、議長。１７番、菅井です。 

         去る１月１９日に開催されました事前審査会の報告を行い

ます。 

         事前審査会では、今回の総会に関わる案件について、各地

区担当委員及び農地利用最適化推進委員による調査結果の報

告に基づく審査と、事前審査会における現地調査として農地

法第５条の許可申請案件１件を審査しました。 

         議第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書の

審議について」、順位３番、南部地区大字島の宅地分譲２０区
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画造成のための転用案件です。計画どおりであれば特に問題

がないと判断しました。 

         その他申請された案件については、全て異議なしとされた

ところです。 

         以上でありますが、各地区における十分な審査をお願いし

まして、事前審査会の報告とさせていただきます。 

         以上です。 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         それでは、ただいまから地区審査に入ります。審査時間に

つきましては３０分程度としまして、１０時までとします。 

         それでは、地区審査の間、暫時休憩します。 

 

 休憩 午前   ９時２５分 

 

 再開 午前   ９時５４分 

 

木村議長     それでは、休憩を閉じまして議事を再開します。 

         初めに、議第１号「農地法第３条の規定による許可処分に

ついて」、地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、

地区審査結果の報告をお願いします。 

         寒河江・南部地区、渡辺委員、お願いします。渡辺委員。 

 

渡辺委員     はい、議長。３番、渡辺です。 

         議第１号「農地法第３条の規定による許可処分について」

ということで、９ページをご覧ください。 

 

         （議案書順位１番朗読） 

 

         この譲受人の○○さんが、ほなみ団地から陵東に向かう道
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路にかかりまして、それの代替地でこちらの土地を買うとい

うことで、現地調査は１３日、氏家委員、あと小野推進委員

とともに見て回りましたが、あいにく雪のため現地を見るこ

とはできませんでしたが、地図上で確認させていただきまし

た。こちらの下のほう、手前のほうの右側が○○の例の違法

転用の場所になります。上が寒河江バイパスで、この土地に

行くには、寒河江警察書を過ぎて、寒河江丸魚を過ぎてから

曲がって、すぐ右に曲がったところになります。こちらは譲

受人の耕作地のすぐそばでございますので、何ら問題ないと

見てきました。事前審査及び地区審査でも問題なしとなりま

した。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位１番の案件につきましては、農地法第３条調査書に基

づく調査の結果、農地法第３条第２項各号には該当しないこ

とが確認されましたので、許可要件の全てを満たしていると

考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 
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木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第１号「農地法第３条の規定による許可処分について」、

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第１号は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

木村議長     次に、議第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申

請書の審議について」、地区担当委員より議案の朗読と現地調

査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 

         寒河江・南部地区、渡辺委員、お願いします。渡辺委員。 

 

渡辺委員     はい、議長。 

         議第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書の

審議について」、１１ページをご覧ください。 

 

         （議案書順位２番朗読） 

 

         こちらの場所なんですが、新しく島の温泉で造る交差点か

らグリバー寒河江のほうに向かっていく通りであります。も

うちょい下のほうに来ますと元の園芸試験場がありまして、

この申請地で申請人は去年までサクランボを作っておったわ

けですが、近隣住民の方から消毒のドリフトなどでいろいろ

苦情などがあり、こちらでの作付を諦めまして、西根地区に

別な代替地を求めている申請人でございます。ご覧のとおり

周りは右も左も全て住宅地でございますので、何ら問題ない

と現地調査では見てきました。１３日に氏家委員、あと今井
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推進委員とともに見てきました。なお、事前審査会、地区審

査会でも問題ありませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これ、西根地区のもあるんでないの、１番の。 

 

事務局（農地主査） 一緒に事務局で説明します。 

 

木村議長     分かりました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位１番については、実は令和３年１１月の会で許可相当

とされ、山形県に進達しました。ところが、許可が出る直前

に申請者の都合で申請取下げがなされまして、このたび再申

請されたものです。許可相当とされた１１月のときから申請

内容が全く変わっていなくて同一であるために、現地調査等

は省略させていただきました。事務局からの農地法に基づく

許可要件の説明についても省略させていただきます。 

         なお、この申請が取り下げられた事由について説明します。

当該申請は公共事業に関するものでありまして、公共事業者

である寒河江市、公共事業用地提供者、代替地の提供者のこ

の３者の土地売買に係る３者契約締結前に農地法転用許可手

続を行ってしまうと、代替地提供者の譲渡所得に係る１，５

００万円の特別控除の適用が受けられない恐れがあるために、

申請後、３者の意向によって念のためではありますけども一

旦前回申請を取り下げて、１２月２５日に土地売買に関する

３者契約を行った後、今回改めて申請するものです。申請内
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容は全く同一ですので、すみません、省略させていただきま

した。 

         続いて、順位２番です。一戸建て貸家住宅建築のための転

用申請になっております。当該地は都市計画区域の用途地域

にある農地でありまして、第３種農地に該当します。立地基

準について、第３種農地は原則許可であり、一般基準につい

ても、農地転用許可一般基準調査書に基づく調査の結果、不

適な事項はなく、問題ないと考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございます。 

         それでは、これより質疑に入ります。ただいまの地区担当

委員及び事務局からの説明について、発言のある方は挙手を

お願いします。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書の

審議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第２号は原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見を送付します。 

 

木村議長     次に、議第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申

請書の審議について」、地区担当委員より議案の朗読と現地調

査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 
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         初めに、寒河江・南部地区、渡辺委員、お願いします。渡

辺委員。 

 

渡辺委員     はい、議長。３番、渡辺です。 

         議第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書の

審議について」、１３ページをご覧ください。 

 

         （議案書順位３番朗読） 

 

         こちらの案件、旧１１２号線にできました薬王堂の裏の田

んぼの土地になります。左沢線に並行した土地になります。

こちら、６，３９９平米と結構広い土地なんでございますが、

上の道路から下の道路まで真っすぐ道路を切って、両側に宅

地分譲する。そして、真ん中にも道路を切って、薬王堂の駐

車場から来る道、そこにも道路を造って分譲するということ

です。こちら、１９日に事前審査会の中で地区委員の皆様、

地区農業委員の皆様と推進委員の皆様で見ていただき、何ら

問題ないと見てきました。なお、地区審査でも異議ございま

せんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございます。 

         続いて、西根・三泉地区、土田委員、お願いします。土田

委員。 

 

土田委員     はい、議長。２番、土田です。 

         同じく農地法第５条、１３ページになります。 

         順位の１番につきましては、先ほどご説明ありましたよう

に第４条の順位１番の案件と同一事業ということであります

ので、これは省略させていただきます。 
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         （議案書順位２番朗読） 

 

         この件につきまして、１月１６日に芳賀委員と斎藤推進員

と現地を確認してきたところであります。現地につきまして

は消防署の南側にありまして、旧ツタヤがありますけども、

あそこに県道と交差する十字路があります。その十字路を西

のほうに２００メートルほど入ったところでありますけれど

も、１６日につきましては歩いていきましたけども、隣接す

る農地とは境がはっきりしなかったんですけども、芳賀委員

が事前に相談を受けていた案件でありまして、場所はここだ

ということでありましたので確認してきたところであります。

西側と北側には樹園地が並んでいまして、南側と東側には倉

庫、あるいは薬王堂のちょうど目の前のところであります。

計画どおりであれば周辺農地には影響はないだろうというこ

とで確認してきたところでありまして、地区審査でも異議あ

りませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、柴橋地区、奥山委員、お願いします。奥山委員。 

 

奥山委員     はい、議長。６番、奥山です。 

         １４ページご覧ください。 

 

         （議案書順位４番朗読） 

 

         １月１５日に後藤委員、熊坂推進委員とともに現地確認を

行いました。地図にもありますように、国道１４５号線を大

江町のほうに向かって、平塩地区の最後の交差点です。押し
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ボタンがあるところを左に曲がってもらって、１５メーター

ぐらい入ったところになります。申請地は、昨年の３回総会

で同じ申請人より資材置場として許可申請されて認可された

ところであります。その資材置場の後背地に当たる農地とな

っています。申請地は住宅と田畑が混在するようなところの

一画にあります。現在は耕作されておらず、自己保全されて

いる田んぼということになります。これらの状況により、特

に問題はないと考えました。今の時期ですので現地は雪の下

になっておりましたが、昨年１２月にちょうどその向かい側

の農地の申請があったときに同じメンバーで事前に聞いてお

りましたので、ここも今度なるよということで見てもらって

いたところですので、現状は確認になっています。事前審査

会、地区審査会でも異議ありませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位１番は、先ほどの議第２号、農地法第４条の順位１番

と同一事業であるため、現地調査等は省略させていただきま

した。事務局からの説明についても省略させていただきます。 

         続いて、順位２番、デイケア施設、障害児通所支援施設の

建築のための転用申請になっております。当該地は、都市計

画区域の用途地域にある農地で、第３種農地に該当します。

一般基準についても、不適な事項はなく、問題ないと考えま

す。 

         続きまして、順位３番は、宅地分譲２０区画造成のための

転用申請になっております。当該地は、順位２番に同じく都
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市計画区域内の用途地域にある農地で、第３種農地に該当し

ます。本来は土地の造成のみを目的とする転用は一般基準に

より原則禁止されておりますが、都市計画区域内の用途地域

にある農地など一定の条件に当てはまる場合は例外的に認め

られておりますので、問題ないと考えます。なお、この順位

３番の転用申請面積は３０アールを越えますので、山形県農

業会議への諮問が必要になります。 

         続きまして、順位４番、資材置場拡張のための転用申請に

なっております。既存の資材置場については、先ほど説明が

ありましたとおり令和３年３月の総会に上程して転用してお

りますが、実際に使ってみて手狭であったために、今回拡張

の転用申請をするものです。立地基準については、第１種農

地と第３種農地のいずれの要件にも該当しない小集団の生産

性の低い農地であり、第２種農地と判断します。土地選定理

由書によれば、ほかの土地を複数検討したものの適地は当該

地以外に見当たらず、代替性のないことが認められることか

ら、立地基準についても満たしていると考えます。 

         以上、いずれも農地転用許可一般基準調査書に基づく調査

の結果、不適な事項はなく、問題ないと考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございます。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書の
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審議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第３号は原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見を送付いたします。 

 

木村議長     次に、議第４号「農用地利用集積計画書の審議について」、

地区担当委員より議案の朗読と地区審査結果の報告をお願い

します。 

         柴橋地区、奥山委員、お願いします。奥山委員。 

 

奥山委員     はい、議長。６番、奥山です。 

         議第４号「農用地利用集積計画書の審議について」、１７ペ

ージをお開きください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         譲渡人○○さんは田畑を遺産相続したものの、既に結婚し、

現在は山形市に生活拠点を構えていて、相続した田畑を耕作、

維持できる状況ではない状況です。以前から田畑の処分、売

却を希望しておりました。昨年の１２月総会にも同じ譲受人

に水田を譲渡する申請をし、認められております。また、譲

受人の○○さんは元農業委員で、現役の認定農家として活動

しており、何ら問題はないかと思います。事前審査会、地区

審査会でも異議ありませんでした。 

         以上です。 

         続いて、すみません、１８ページをご覧ください。 

         集積計画集計表です。ナンバー５、地区名柴橋、筆数２、
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面積として畑０．２５ヘクタール、計０．２５ヘクタール。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農業経営基盤強化促進法に定められた各要件につ

いて、事務局から説明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていると考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第４号「農用地利用集積計画書の審議について」、原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４号は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

木村議長     これで、本日上程された議案については全て議決されまし

た。 
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         以上をもちまして本日の総会を終了します。ご苦労さまで

した。 

 

閉会 午前１０時２０分 
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     令和４年１月２５日 
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